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①出張相談を行います

高齢や介護等の困りごとについて、身近な場所で気軽に相談できるよう、地域包括支援センターがマン
ションの集会室や地域の集会所などに出向き、相談を受け付けます。

令和７年度の取組

➢ マンションでの出張相談において、地域住民の意見を踏まえ、相談メ
ニューを設定

➢ 商業施設での出張相談において、協力事業者の敷地で定期開催

➢ 相談メニューに応じて、民生委員、警察、オレンジチームなど関係機関と
実施

➢ 相談会では、必要に応じて詳しく相談ができるように、地域包括支援セン
ターや総合相談窓口（ブランチ）を案内・周知

    令和７年度開催件数（参加者数）

マンション等 31件 （733名） （令和６年度 20件 332名）

    商業施設等  30件 （  54名） （令和６年度 30件   66名）

【商業施設等における定期開催場所】

   大阪厚生信用金庫大淀支店/イオン野田阪神店/福島区役所

令和８年度の取組・取組目標

➢ より多くの場所での実施に向け、
相談会に対する理解を得るとと
もに、より多くの区民に利用し
てもらえるよう、広報誌やホー
ムページを活用し広範囲に周知
する。
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②高齢者へ医療・介護・介護予防等一体的な支援を進めます

地域包括支援センターを中心に関係機関と連携して、高齢者やその家族に対し、幅広く切れ目のない支援
を行います。

令和７年度の取組 

➢ 地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）
相談件数 令和７年度 11,113件（令和６年度 9,461件）

➢ 介護予防の更なる推進「“すかい”プロジェクト」（令和7年４月～）
  ・ガイドブック「今はじめる大阪市介護予防OKY」の作成（福祉局）
  ・動画「介護予防を知る」YouTubeで放映
  ・健活マイレージ「アスマイル」の利活用を促進

➢ 地域ケア会議において、介護の必要な方の個別ケース
    や地域課題の解決の検討を実施

  開催回数 令和７年度16回（令和６年度 33回）

➢ 認知症初期集中支援チーム（オレンジチーム）

・認知症地域支援推進員活動
令和７年度

・認知症対応ケース       45件
 ・認知症カフェの側面支援 24件

➢ シニアのためのお役立ち情報ガイド発行・周知（社協）
第10号作成（２月末発行）   

令和８年度の取組・取組目標

➢ ガイドブック「今はじめる大阪市
介護予防OKY」を要介護認定を受
けていない65歳以上に個別送付
（福祉局）

➢ 動画「介護予防を知る」を活用し、
区役所で放映する。

➢ ウォーキングイベントを開催する。

２

令和６年度 
40件

     40件

令和７年度のガイドブック配付先
・要介護認定を受けていない65歳
   以上の方に戸別配付
・区役所や社協などで配架



③障がい者やその家族の様々な相談に応じます

障がい者基幹相談支援センターを中心に関係機関が連携して、障がいのある人やその家族等からの相談に
応じて、必要な福祉サービスにつなぐなど、地域での生活を支援します。

令和７年度の取組

➢ 障がい者基幹相談支援センターにおいて、障がいのある人や家族からの相
談を受理

➢ 複合的な課題を抱えるケースについては、自立支援協議会の個別支援検討
会において支援方針を検討し、必要な福祉サービスの利用につなげるなど、
地域生活の継続に向けた支援を実施

➢ 自立支援協議会や虐待防止連絡会において、研修を行い地域の相談支援体
制の強化や人材育成に取り組んだ。また、各種イベント等での啓発活動や
権利擁護、地域生活支援の推進に努めた。

令和７年度

相談受付件数  882件

支援を実施した件数 1,163件

令和８年度の取組・取組目標

➢ 障がい者基幹相談支援センターの
実施している取り組みなどを、区
のホームページに掲載することに
より、区民により身近に感じられ
るよう周知する。
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令和６年度
      830件

1,069件



④妊娠期からの切れ目のない相談支援を行います

妊産婦、子育て世帯、子どもに対して、保健師や栄養士、保育士、心理相談員、家庭児童相談員などの専
職が相談に応じ、関係機関とも連携して支援につなげます。

令和７年度の取組

➢ こども家庭センターとして、福島区保健福祉センターの「地域保健活動担
当」と「子育て支援室」とが一体となり、妊娠・出産・子育てなどの相談
や個別のケースの検討を実施

➢ 必要に応じて医療機関やこども相談センター等へつなぐとともに、保護者
ニーズに合わせ、障がい児通所支援等のサービスの利用などの支援につな
げた

・相談受理件数

   令和７年度 171件（令和６年度 233件）

➢ 「子育てガイド」の配付

➢ 「みんなで子育て」リーフレットの配布

令和８年度の取組・取組目標

➢ 専門職（保健師や栄養士、保育
士、心理相談員、家庭児童相談
員）により、妊娠・出産・子育
ての相談を受けるとともに、関
係機関と連携しながら赤ちゃん
広場等を開催する。

➢ 赤ちゃん広場等において、子育
てに悩む保護者が利用しやすい
よう、身近に相談できる場があ
ることを知らせる。
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⑤関係職員のスキルアップに取り組みます

区役所職員をはじめ関係機関や地域支援者を対象に、相談者の困りごとへの気づきや様々な問題へ対応で
きるよう、研修を行います。

令和７年度の取組

➢ 関係職員のスキルアップ研修を実施
・「社会的つながりが希薄な世帯」の支援に向けた職員の感度向上

 研修（R7.8.1～R7.10末）及びアドバンスド編（11月）
実施方法：研修資料を全職員にメール送付して実施
対象：課長級以下の全職員

       参加者数：令和7年度154人/166人（93％）
                      （令和6年度 129人/163人(80％)）

・「総合的な相談支援体制の充実事業研修」（R7.10.2）
    実施方法：

 ①総合的な相談支援体制の充実事業について担当職員が説明
 ②「つながる場」（模擬事例）を専門講師により実施

   対象：区内関係機関（福島区地域包括支援センター、福島区障がい者基
幹相談支援センターほか）及び保健福祉課課長級以下の各担当職員

       参加者数：令和７年度18名（令和６年度 15名）

令和８年度の取組・取組目標

➢ 関係職員のスキルアップに必要
な知識・技能は、毎年研修を繰
り返すことにより定着するため、
昨年度アンケートの結果もふま
え、継続して実施する。

     研修内容については、支援会議
において区内関係機関とともに
検討する。
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⑥福島お助けネットワークを使いやすくします

日常生活でのちょっとしたお困りごとを有償でサポーターが支援する福島お助けネットワークを、高齢者や障がい者のほか支援
を必要とするされる方へ拡大し、利用者、サポーターが利用・活動しやすいように手続き等を改善します。

令和７年度の取組

➢ 利用対象者の拡充
従来

  ・福島区在住の65歳以上の方
  ・障がいをお持ちの方

拡充
  ・64歳以下の方で生活課題（ケガや病気等）があり周囲

  に支援する人がいない方

   令和７年度状況
   活動実績          1,110件 ※
   利用登録者数  274名 
   サポーター登録者数 57名

   ※拡充対象者の利用は０件

令和８年度の取組・取組目標

➢ 64歳以下に拡充した利用対象者に対して
も利用いただけるように周知する。

➢ サポーターに登録していただける方を継続
して募集する。
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令和７年度のちらし配布先
  ・区民まつり等のイベント
  ・各地域の食事サービスや

ふれあい喫茶

令和６年度
1,023件
   275件

  69件



⑦地域や関係機関との連携を強化し虐待を防止します

地域や医師会、警察などの関係機関とつくるネットワークを強化し連携を深め、虐待の未然防止や早期発
見に努めます。

令和７年度の取組

➢ 虐待防止連絡会議（高齢者・障がい者）を開催し連携体制を構築

➢ 虐待予防（高齢者・障がい者）に関する研修の実施

➢ 虐待防止について区広報誌に記事を掲載し啓発

    ・9月 高齢者福祉月間

    ・12月 障がい者週間

➢ 令和７年度状況

 ・虐待対応件数

 障がい者虐待 相談件数11件   

  虐待件数 ０件

 高齢者虐待    相談件数24件 

虐待件数 2件

    ・会議・研修開催実績 関係機関等対象研修会

令和７年度２回開催 参加者数 91名（令和６年度 2回開催  92名）

令和８年度の取組・取組目標

➢ 高齢者（親）、障がい者
（子）のいずれもが対象とな
る事案（8050）問題などにお
いて、区役所、地域包括支援
センター、障がい者基幹相談
支援センターなどの関係機関
が横断的に対応する。

７

令和６年度

8件

0件

16件

          4件



⑧みんなの相談室の地域福祉コーディネーターが見守り活動を支援します

地域福祉コーディネーターが、地域の見守り活動を行っている人等からの相談に応じ、必要な関係機関・
団体等につなげます。

令和７年度の取組

➢ 地域福祉コーディネーターを地区のコミュニティセンターに配置

➢ 地域福祉コーディネーターは、コミュニティセンターにて相談をうけるほか、
食事サービス等の場において、見守り対象者の参加時に安否確認を実施

➢ 地域福祉コーディネーター等を対象に、地域での見守り活動に対する理解を
深めるため、講演会「地域で見守りを進めるために～知ることから始めよう、
見守りの輪～」を実施

 また、上福島・野田・海老江西地域での
 実践事例報告を実施

令和８年度の取組・取組目標

➢ 地域福祉コーディネーターが
長期の病気やケガとなった場
合、コーディネーター業務が
継続できるよう人材を確保す
る。
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令和７年度のちらし配布先
・コミュニティセンター等
・区民まつり等のイベント



⑨認知症の人が暮らしやすい地域づくりを進めます

認知症高齢者等が行方不明時の早期発見に取り組むほか、地域で認知症高齢者への対応を学ぶ「声かけ訓
練」などを実施し、認知症や認知症の人への理解を深めます。

令和７年度の取組

➢ 認知症高齢者等の行方不明時の早期発見のため、あいあい見守り
メール協力員を募集

➢ 見守り相談室は、事前登録された認知症高齢者の特徴等の情報を
メールで配信し、早期発見・保護に繋げた

➢ 「声かけ訓練」により認知症に対する正しい認識を周知

  令和７年度状況

・見守りメール発信件数
大阪府内17件うち福島区1件

    （令和６年度大阪府内29件うち福島区3件） 

・大開地域・新家地域で「声かけ訓練」を実施
      対象者：見守りメール協力者、ちーむオレンジ

サポーター・オレンジパートナー企業ほか
                  普段から見守りを行っている方

令和８年度の取組・取組目標

➢ 認知症にかかる正しい知識の積極的な普
及啓発を行うため、「声かけ訓練」など
を行う対象地域の拡充を検討する。
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令和７年度のちらし配布先
・区役所、コミュニティ
センター等

・区民まつり等のイベント
・各町会にて班回覧

令和７年度のちらし配布先
・区役所にて配架
・メール登録希望者へ
の説明時



⑩地域での要援護者の個別避難計画作成を支援します

災害が発生したときに、避難行動要支援者の生命・身体を守り避難を支援できるよう、全地域での「個別
避難計画」の作成を支援します。

令和７年度の取組

➢ 区内10地域すべてにおける、大規模災害発生時に、ひとりでは安全に避
難することが難しい高齢の方や障害のある方など、優先的に支援すべき対
象者の個別避難計画作成を進めた。

令和７年度取組状況（令和８年３月31日現在）
・対象者名簿の更新・精査
令和7年度対象者数  550人（令和6年度 677人）

・個別避難計画作成数 550人（令和6年度 459人）

令和８年度の取組・取組目標

➢ 定期的な名簿更新を行い、全地域
において実効性の伴う個別避難計
画の整備に努める。
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